
特定不妊治療費等助成事業助成金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱（平成 16 年京都府告示

第 485 号。以下「要綱」という。）に定める助成金交付の手続きについて定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領に定める定義は、要綱に定めるところによる。 

 

（助成対象費用） 

第３条 要綱別表に掲げる通院交通費助成金の助成対象経費は、助成対象者が自宅から

医療機関に通院する場合の交通費を上限額とする。 

 

（助成の額、回数等） 

第４条 要綱別表に掲げる通院交通費助成金の助成の額は、京都府旅費条例に準ずる方

法により算定する。 

 

２ 前項に掲げる助成の額は基準額であり、助成対象者が基準額より少額の費用をもっ

て申請した場合には、申請額を用いて、交付額を決定する。 

 

（助成金の申請） 

第５条 要綱第４条第１項第４号で定める書類のうち、事実婚関係にある夫婦について

は、別紙「事実婚関係に関する申立書」を用いるものとする。 

 

２ 要綱第４条第２項第２号に定める書類の提出にあたっては、別紙「通院状況申告書」

を用いるものとする。 

 

３ 要綱第４条第１項に規定する特定不妊治療費助成事業申請書は、別記第１号様式に

よるものとする。 

 

４ 要綱第４条第１項第１号に規定する特定不妊治療費助成事業受診等証明書は、別記

第２号様式によるものとする。 

 

５ 要綱第４条第１項第２号に規定する特定不妊治療費助成事業受診等証明書（男性不

妊治療専用）は、別記第３号様式によるものとする。 

 



 

６ 要綱第４条第２項に規定する通院交通費助成金交付申請書は、別記第４号様式によ

るものとする。 

 

７ 要綱第４条第２項第１号に規定する通院証明書は、別記第５号様式によるものとす

る。 

 

附 則 

この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和３年３月２３日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和５年１０月１日から施行し、令和４年４月１日以降に開始した特定 

不妊治療及び先進医療から適用する。 

 附 則 

１ この要領は、令和６年３月１１日から施行する。 

２ 改正前の特定不妊治療費等助成事業助成金交付要領の規定に基づく様式による用

紙は、当分の間、改正後の特定不妊治療費等助成事業助成金交付要領の規定に基づく

様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。 

  附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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第２号様式 

 

 

 



第３号様式 

 

 

 



第４号様式 

 

 

 



第５号様式 

 


